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平成30年度東京都「東京版ＥＭＰファンド創設」に係る補助金交付要綱（本則） 

 

30政調渉第122号  

平成 30年４月 27日  

 

 

第１ 通則 

１ 平成30年度東京都「東京版ＥＭＰファンド創設」に係る補助金の交付については、

東京都補助金等交付規則（昭和37年東京都規則第141号）及び東京都補助金等交付規則

の施行について（昭和37年12月11日付37財主調発第20号）に定めるもののほか、この

要綱の定めるところによる。 

 

２ 東京版ＥＭＰファンド運営事業者（以下「運営事業者」という。）は、平成30年度

東京都「東京版ＥＭＰファンド創設」に係る補助金に関する「東京版ＥＭＰファンド

運営事業者」募集要項（以下「募集要項」という。）で定める内容を遵守するものとす

る。 

 

第２ 目的 

日本には諸外国の国際金融センターと比べ資産運用業者が少ないことに加え、欧米や

シンガポールなどにみられるような、機関投資家が新興資産運用業者（Emerging 

Manager、以下「ＥＭ」という。）に対して資金を預け、育成につなげていく仕組み

（Emerging Managers Program、以下「ＥＭＰ」という。）が存在しない。本平成30年

度東京都「東京版ＥＭＰファンド創設」に係る補助金交付要綱（以下「本要綱」という。）

は、東京都が国内機関投資家にＥＭ向け運用資金を提供するインセンティブ（補助金）

を与えることにより、運営事業者がＥＭを育成する東京版ＥＭＰファンドを創設、運営

することを目的とするものである。 

 

第３ 補助事業と本要綱の構成 

ＥＭ育成のための東京版ＥＭＰファンドの創設、運営を補助金の交付の対象となる事

業（以下「補助事業」という。）とする（新興資産運用業者育成事業の全体像を参照）。

本要綱は、「本則」と「募集要項」から構成される。 
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第４ 応募方法 

募集要項「第８ 応募手続」を参照すること。なお、応募書類の提出先は以下のと

おり。 

 

提出先：東京都政策企画局調整部渉外課戦略事業担当  

「新興資産運用業者育成事業」担当宛て 

〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目８番１号東京都庁第一本庁舎11階北  

電話 03-5388-2144 

 

第５ 選定方法 

募集要項「第９ 選定方法」を参照すること 

東京都政策企画局内に選定に関する委員会（以下「選定委員会」という。）を設置し、

選定委員会により、応募者の中から運営事業者の選定を行う。 

 

第６ 補助金の交付対象 

募集要項「第３ 定義」に記載されるＥＭＰ関連費用とする。 

 

第７ 補助金の交付申請 

補助金申請者は、選定委員会から選定された後、この補助金の交付を受けようとする

ときは、「別紙Ｅ 補助金の交付申請書」を東京都に提出しなければならない。 
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なお、選定時と内容に変更がある場合は、東京都に対し変更内容を説明することとし、

重要な変更があった場合、東京都は再度選定委員会に付議する。 

 

第８ 補助金の交付決定 

（１） 東京都は、補助金の交付申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と

認められるときは、補助金の交付決定を行い、補助金交付決定通知書により補助金申

請者に通知する。 

（２） 東京都が必要と認めるときは、補助金の交付決定において補助金の交付申請に係る

事項につき、修正を加えて補助金の交付を決定することができる。 

（３） 東京都は、交付の決定に当たり、補助金申請者に対し、必要に応じて条件を付すこ

とができる。 

 

第９ 補助金の交付申請の撤回 

（１） 補助金申請者は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して異議が

あるときは、補助金の交付申請を撤回することができる。 

（２） 補助金申請者は、補助金の交付申請を撤回する場合については、交付決定通知書が

交付された日から14日以内に「別紙Ｇ 補助金の交付申請の撤回に係る届出書」を東

京都に提出しなければならない。 

 

第10 補助金額の確定 

東京都は、補助金申請者から「別紙Ｊ 東京版ＥＭＰファンド創設に係る補助金の

請求予定額」及びその他の提出書類の提出を受け、審査及び現地調査等からなる補助

金確定調査により、交付すべき補助金額を確定し、補助金額の確定通知書により補助

金申請者に通知する。 

 

第11 補助金の支給 

募集要項「第10 本事業における実施規則」の「３ 補助金の支給」を参照のこと 

 

第12 関係者の責務 

運営事業者は、補助金が都民から徴収された税金その他の貴重な財源でまかなわれる

ものであることに特に留意し、補助金の交付の目的にしたがって誠実に補助事業を行う

よう努めなければならない。  

 

第13 立入検査 

募集要項「第11 立入検査と是正措置」の「１ 立入検査」を参照のこと 
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第14 適用期間 

本要綱の適用期間は、平成30年４月27日から平成31年３月31日までとする。 

 

第15 その他附則（詳細は募集要項を参照） 

１ 民間補助金との重複禁止 

 

２ 状況報告等  

運営事業者は、補助事業の状況について、定期的に報告しなければならない。また、

補助事業の適正を期する必要があることから、報告又は帳簿書類等の提出を求められ

たときは、適切に対応しなければならない。 

 

３ 是正のための措置 

募集要項「第11 立入検査と是正措置」の「２ 是正のための措置」を参照のこと 

   

４ 決定の取消し 

（１） 東京都は、運営事業者又は投資対象ＥＭが募集要項「第11 立入検査と是正措置」

の「３ 交付決定の取消し」に該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を

取り消すことがある。補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付さ

れているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。 

（２） 上記（１）の命令は交付すべき補助金額を確定した後においても適用する。既にそ

の額を超える補助金が交付されているときもまた同様とする。  

（３） 上記（１）の規定により、この補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合

において、東京都が補助金の返還を命じたときは、運営事業者は、当該命令に係る補

助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金額（一部を返還した場合

のその後の期間については、既返還額を控除した額）につき、年10.95パーセントの割

合で計算した違約加算金（100円未満の場合を除く。）を納付しなければならない。 

（４） 東京都が、補助金の返還を命じた場合において、運営事業者が定められた納期日ま

でに補助金を納付しなかったときは、運営事業者は、納期日の翌日から納付の日まで

の日数に応じ、その未納付額につき、年10．95パーセントの割合で計算した延滞金（100

円未満の場合を除く。）を納付しなければならない。 

（５） 上記（３）（４）に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365

日当たりの割合とする。 

 上記（４）の規定により延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた補助金

の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以降の期間に係る延滞金

の基礎となる未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
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第１ 事業目的 

日本には諸外国の国際金融センターと比べ資産運用業者が少ないことに加え、欧米

やシンガポールなどにみられるような、機関投資家が新興資産運用業者（Emerging 

Manager、以下「ＥＭ」という。）に対して資金を預け、育成につなげていく仕組み

（Emerging Managers Program、以下「ＥＭＰ」という。）が存在しない。本平成30年度

東京都「東京版ＥＭＰファンド創設」に係る補助金交付要綱（以下「本要綱」という。）

は、東京都が国内機関投資家にＥＭ向け運用資金を提供するインセンティブ（補助金）

を与えることにより、東京版ＥＭＰファンド運営事業者（以下「運営事業者」という。）

がＥＭを育成する東京版ＥＭＰファンドを創設、運営することを目的とするものである。 

 

第２ 事業の概要 

１ 事業スキーム

 

① 国内機関投資家とゲートキーパーが共同で運営事業者の認定を受けるべく応募する。 

② 東京都は応募者の中から運営事業者を認定する。 

③ 国内機関投資家は東京版ＥＭＰファンドに資金拠出を行う。 

④ 東京版ＥＭＰファンドは投資対象ＥＭが運用するファンドへ分散投資を行う。 

⑤ 東京版ＥＭＰファンドの運営費用の一部を東京都が補助金として支給する。 
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２ 事業規模 

本事業が想定する事業規模は、以下のとおり。 

（１） 運営事業者の認定は１グループ  

（２） 補助金交付の限度額は３億円  

 

３ 実施期間 

本事業の実施期間は、平成30年４月27日より平成31年３月31日までとする。 

 

４ 補助金支給までの事務フロー図 

提出書類に関しては、「第 12 提出書類」を参考とすること 
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第３ 定義 

投資対象ＥＭ 「第５ 投資対象ＥＭ」参照 

東京版ＥＭＰファンド 投資対象ＥＭが運用するファンドへ投資を行う邦貨建ファンド

であり、「第６ 東京版ＥＭＰファンドの要件」を満たすもの 

国内機関投資家 東京版ＥＭＰファンドの投資家として東京都より認定された内

国法人 

ゲートキーパー 東京版ＥＭＰファンドの運用者として東京都より認定された内

国法人 

運営事業者 東京版ＥＭＰファンドに投資を行う国内機関投資家及び運用を

行うゲートキーパーであり、「第７ 運営事業者の要件」を満た

すもの 

ＥＭＰ関連費用 東京版ＥＭＰファンドの運営に係る費用であり、ゲートキーパー

の運用報酬（運用再委託先又は投資助言業者（アドバイザー）の

手数料を含む）、信託銀行の信託報酬（東京版ＥＭＰファンドが

国内籍私募投信の場合）、トラスティー、カストディアン、アド

ミニストレーター契約に係る費用の合計（東京版ＥＭＰファンド

が外国籍私募投信の場合）で東京版ＥＭＰファンドの契約書（信

託約款等）に明記されているもの。なお、運用報酬は運用残高に

応じて支払われるものに限定し、運用成績に関連して支払われる

運用報酬（成功報酬等）はＥＭＰ関連費用に含めない。消費税及

び地方消費税相当額は除く。投資対象ＥＭが運用するファンドの

運用に係る報酬、費用等は含まない。また、金銭信託（特定金銭

信託等）を通じて東京版ＥＭＰファンドに投資を行う場合、当該

金銭信託の運用に係る報酬、費用等は含まない。 

補助金額 ＥＭＰ関連費用の２分の１の金額（上限は３億円）。千円未満の

端数は切り捨てる。消費税及び地方消費税相当額は除く。 

補助金の確定調査先 以下の運営事業者とする。 

ア 国内機関投資家 

イ ゲートキーパー 

補助金の支給先 補助金申請者であり、以下のいずれかとする。 

ア 国内機関投資家 

イ ゲートキーパー 

子会社等 子会社、関連会社及び関係会社を指し、その定義は、「財務諸表

等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令

第59号）による。 
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第４ 事業スキーム 

事業スキーム例として例１から例４を示す。 

（１） スキーム例１ 

 

 

（スキームの概要） 

① ゲートキーパーは、東京版ＥＭＰファンド（国内籍私募投信）を設定する。 

② ゲートキーパーは、運用再委託先又は投資助言業者（アドバイザー）と、東京版ＥＭＰファ

ンドが行う投資対象ＥＭへの投資に関する運用再委託契約又は助言契約を締結する（任

意）。 

③ 国内機関投資家は東京版ＥＭＰファンドに資金拠出（投資）を行う。 

④ 東京版ＥＭＰファンドは、投資対象ＥＭが運用するファンドへ投資する。 

⑤ ゲートキーパーは、ＥＭ育成のために各種のサポートを行う。又は、運用再委託先、投資

助言業者（アドバイザー）に各種サポートの全て又は一部を委任する。 

⑥ ゲートキーパーは、ＥＭＰ関連費用を計算し、年次報告書を東京都に提出する。 

⑦ 東京都は、補助金確定調査を国内機関投資家及びゲートキーパーに対して行う。 

⑧ 国内機関投資家又はゲートキーパーは、東京都に補助金の請求を行う。 

⑨ 東京都は、補助金申請者（国内機関投資家又はゲートキーパー）に補助金を支給する。 
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（２） スキーム例２ 

 

 

（スキームの概要） 

① トラスティーは、東京版ＥＭＰファンド（外国籍私募投信）を設定し、ゲートキーパーに運用

を委任する。 

② ゲ－トキーパ－は、運用再委任先又は投資助言業者（アドバイザー）と、東京版ＥＭＰファ

ンドが行う投資対象ＥＭへの投資に関する運用再委任契約又は助言契約を締結する（任

意）。 

③ 国内機関投資家は東京版ＥＭＰファンドに資金拠出（投資）を行う。 

④ 東京版ＥＭＰファンドは、投資対象ＥＭが運用するファンドへ投資する。 

⑤ ゲートキーパーは、ＥＭ育成のために各種のサポートを行う。又は、運用再委任先、投資

助言業者（アドバイザー）に各種サポートの全て又は一部を委任する。 

⑥ ゲートキーパーは、ＥＭＰ関連費用を計算し、年次報告書を東京都に提出する。 

⑦ 東京都は、補助金確定調査を国内機関投資家及びゲートキーパーに対して行う。 

⑧ 国内機関投資家又はゲートキーパーは、東京都に補助金の請求を行う。 

⑨ 東京都は、補助金申請者（国内機関投資家又はゲートキーパー）に補助金を支給する。 
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（３） スキーム例３ 

 

（スキームの概要） 

① 国内機関投資家は、投資運用業者と投資一任契約を締結し、国内の信託銀行に特定金

銭信託を設定する。また、ゲートキーパーは、東京版ＥＭＰファンドを設定する。 

② ゲートキーパーは、運用再委託先又は投資助言業者（アドバイザー）と、東京版ＥＭＰファ

ンドが行う投資対象ＥＭへの投資に関する運用再委託契約又は助言契約を締結する（任

意）。 

③ 国内機関投資家は特定金銭信託に資金拠出（投資）を行う。また、当該特定金銭信託は

東京版ＥＭＰファンドに投資する。 

④ 東京版ＥＭＰファンドは、投資対象ＥＭが運用するファンドへ投資する。 

⑤ ゲートキーパーは、ＥＭ育成のために各種のサポートを行う。又は、運用再委託先、投資

助言業者（アドバイザー）に各種サポートの全て又は一部を委任する。 

⑥ ゲートキーパーは、ＥＭＰ関連費用を計算し、年次報告書を東京都に提出する。 

⑦ 東京都は、補助金確定調査を国内機関投資家及びゲートキーパーに対して行う。 

⑧ 国内機関投資家又はゲートキーパーは、東京都に補助金の請求を行う。 

⑨ 東京都は、補助金申請者（国内機関投資家又はゲートキーパー）に補助金を支給する。 
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（４） スキーム例４ 

その他、運営事業者が提案し、東京都が認定したスキーム 

 

第５ 投資対象ＥＭ 

投資対象ＥＭとは、（１）「創業型ＥＭ」又は（２）「誘致型ＥＭ」のいずれかに該当

し、（３）「要件」に掲げるアからスの要件を全て満たす者とする。 

 

（１） 創業型ＥＭ：（３）アの登録前に、日本国外において資産運用に関連する免許を保

有する資産運用会社又はその子会社等でない者を指す。 

（２） 誘致型ＥＭ：日本国外において資産運用に関連する免許を保有する資産運用会社又

はその子会社等であって、（３）アの登録を新たに受けた者を指す。なお、既に日本

国内に（３）アの登録を受けた子会社等を設立している外国法人が、新たに設立した

子会社等は除く。 

（３） 要件 

ア 登録基準 

金融庁又は関東財務局に金融商品取引業者（投資運用業）の登録をしていること

（金融商品取引法第29条の５第１項に規定する「適格投資家向け投資運用業」を

含む） 

イ 「顧客本位の業務運営に関する原則」を採択していること、又は平成31年３月31

日までに採択を予定していること 

ウ スチュワードシップ・コードの受入れを表明していること、又は平成31年３月31

日までに受入れの表明を予定していること（コードそのものの受入れを表明しな

い場合には、その理由をゲートキーパーが東京都に説明すること） 

エ 運用年数基準 

創業型ＥＭ ： 平成25年４月１日以降に、上記アの登録を受けていること 

誘致型ＥＭ ： 平成25年４月１日より前に、日本国外で運用を開始していない

資産運用会社又はその子会社等（グループ会社の運用実績を含

む）であって、平成30年４月１日以降に、上記アの登録を受け

ていること 

（※）平成25年４月１日より前に金融商品取引業者（第一種業、第二種業、投

資助言・代理業）又は金融商品取引法第63条に基づく適格機関投資家等特例業者

であったものが、平成25年４月１日以降に、上記アの登録を受けている場合も要

件を満たすものとする（会社法上の大会社を除く）。 

オ 所在地基準 

東京都において法人の設立又は支店の設置の登記を行っていること 

カ 運用残高基準 
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東京版ＥＭＰファンドが投資対象ＥＭに投資決定をした直近の月末における投資

対象ＥＭのグループ会社を含めた運用残高が1,000億円未満とする。 

キ 主要株主基準 

以下（ア）（イ）の子会社等となっていないこと 

（ア）会社法上の大会社 

（イ）金融庁から免許、許可、登録等を受けている金融機関 

ク 投資対象基準 

原則として、金融商品取引法上の金融商品を投資対象とし、現物資産（木材、農

産物、鉱物、不動産等）への直接投資は含まないこと 

ケ 法令等で定める租税についての未申告、滞納がないこと 

コ 現在かつ将来にわたって、暴力団員等（東京都暴力団排除条例（平成23年東京都

条例第54号）第２条第２号に規定する暴力団、同条第３号に規定する暴力団員及

び同条第４号に規定する暴力団関係者をいう。以下「暴力団員等」という。）に

該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しな

いこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと 

サ 過去に国・都道府県・区市町村等から助成を受け、不正等の事故を起こしていな

いこと 

シ 行政処分により業務停止命令の期間中である運用会社でないこと。行政処分によ

り業務改善命令を受けており、行政庁に対する報告等の対応が全て完了していな

い運用会社でないこと 

ス 違法若しくは適法性に疑義のある事業又は公序良俗に問題のある事業を営んでい

ないこと 

 

第６ 東京版ＥＭＰファンドの要件 

東京版ＥＭＰファンドは、以下の要件を全て満たさなければならない。 

（１） ５社以上の投資対象ＥＭが運用するファンドへの分散投資を目指す。 

（２） 投資対象ＥＭ１社当たりの投資額は概ね50億円とする。ただし、当初は少額とし、

その後追加投資を検討していくことも可とする。 

（３） ゲートキーパーが投資対象ＥＭへの投資決定を行うたびに、国内機関投資家は東京

版ＥＭＰファンドに資金拠出を行う等、現金同等物への投資は必要最低限とする。 

 

第７ 運営事業者の要件 

１ 国内機関投資家の要件（最低投資金額） 

東京版ＥＭＰファンドが設定された場合には、単独又は２社以上の共同で100億円以

上（総額）の資金拠出を行うこと。 
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２ ゲートキーパーの要件 

ゲートキーパーは、以下の要件を全て満たさなければならない。 

（１） 金融商品取引業者（投資運用業）又は、受託資産の運用を行う信託銀行若しくは信

託会社 

（２） 顧客本位の業務運営に関する原則を採択していること 

（３） スチュワードシップ・コードの受入れを表明していること 

 

３ 運営事業者の共通要件 

運営事業者は、以下の要件を全て満たさなければならない。 

（１） 法令等で定める租税についての未申告、滞納がないこと 

（２） 現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配

していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと 

（３） 過去に国・都道府県・区市町村等から助成を受け、不正等の事故を起こしていない

こと 

（４） 行政処分により業務停止命令の期間中でないこと。行政処分により業務改善命令を

受けた場合、行政庁に対する報告等の対応が全て完了していること 

（５） 違法若しくは適法性に疑義のある事業又は公序良俗に問題のある事業を営んでい

ないこと 

 

第８ 応募手続 

１ 応募書類の提出 

募集期間内に、次の提出先まで持参し提出すること（要事前連絡） 

 

提出先：東京都政策企画局調整部渉外課戦略事業担当  

「新興資産運用業者育成事業」担当宛て 

〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目８番１号東京都庁第一本庁舎11階北 

電話 03-5388-2144 

 

２ 募集期間 

平成30年４月27日（金）から平成30年７月13日（金）午後３時まで  

 

３ 提出書類 

「第12 提出書類」を参照のこと 

 

４ 質問受付期間 

平成30年４月27日（金）から６月29日（金）午後３時まで  
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質問はＥメールにより送付すること（様式自由） 

＊口頭による質問は受けつけない。   

Ｅメール:S8000368@section.metro.tokyo.jp  

メールの件名の冒頭に「（ＥＭＰ）」の文字を記載すること 

回答は、質問者にＥメールにより回答を送付する。  

回答は、平成30年７月６日（金）午後３時までに随時行う。 

 

第９ 選定方法 

１ 予備調査 

応募者が応募資格の要件を満たしているかについて、東京都職員が書面上の確認を

行う。 

 

２ 選定委員会  

（１） 東京都政策企画局内に選定に関する委員会（以下「選定委員会」という。）を設置

する。 

（２） 選定委員会は応募者から提出された応募書類及び面談により、運営事業者の選定を

行う。  

（３） 選定委員会の時間、集合場所等の詳細は応募者に別途連絡する。 

 

３ 注意事項  

（１） 東京都から追加資料の提出や説明を求められた場合、応募者は速やかにその対応を

行うこと 

（２） 東京都が補助金を支出することが困難と判断される課題が見受けられる場合（応募

者として（１）の速やかな対応が困難な場合を含む）には、選定委員会での選定は行

わない。 

（３） 選定結果に関する問合せ（選定されなかった理由等）には一切応じない。 

（４） 選定結果については、選定の可否を書面で通知する。 

（５） 東京都は、自らの裁量において予告なく本要綱に定める手続について、変更又は中

止等をすることができるものとする。また、東京都は、本要綱に定める手続の変更又

は中止等によって生じるいかなる損害、損失又は費用に対し、一切の責任を負わない

ものとする。 

 

第10 本事業における実施規則 

１ 業務実績報告 

運営事業者のうちゲートキーパーは、以下の報告を東京都に行わなければならない。 

（１） 「別紙Ｆ 東京版ＥＭＰファンド業務開始報告書」と東京版ＥＭＰファンドの運用



 11 

 

に係る契約書の写しを業務開始後、速やかに東京都へ提出する。 

（２） 投資対象ＥＭを選定したときは、速やかに「別紙Ｈ 投資対象ＥＭの選定報告書」

とその他の提出書類を東京都へ提出し、東京都の了解を得る。 

（３） 四半期末の実績について、翌月末日までに「別紙Ｉ 東京版ＥＭＰファンド資産運

用業務実績報告書」を東京都へ提出する。 

（４） 平成30年度の年次実績について、平成31年３月末日までに「別紙Ｉ 東京版ＥＭＰ

ファンド資産運用業務実績報告書」及びその他の提出書類を提出する。 

（注）「第12 提出書類」を参照のこと 

 

２ 補助金額の算出 

（１） ＥＭＰ関連費用の２分の１を補助金額とする（上限３億円）。 

（２） 補助金の対象は、「別紙Ａ 参加申込書 兼 誓約書」に記載された国内機関投資

家の運用資産に係るＥＭＰ関連費用のみを対象とする。「別紙Ａ 参加申込書 兼 誓

約書」に記載されていない途中から参加した国内機関投資家が、東京版ＥＭＰファン

ドに投資した部分に係るＥＭＰ関連費用は補助金支給の対象としない。なお、当初か

ら参加した国内機関投資家と途中から参加した国内機関投資家のＥＭＰ関連費用は、

投資期間及び投資口数を用いて按分計算するものとし、その按分方法については、「別

紙Ｃ 業務提案書」に記載し、按分計算については、「別紙Ｉ 東京版ＥＭＰファン

ド資産運用業務実績報告書」に記載すること。 

（３） 補助金申請者は、補助金に係る経理について当該補助事業以外の経理と明確に区分

し、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、その会計帳簿及

び収支に関する証拠書類を、本事業が完了した日の属する会計年度終了後５年間保存

しなければならない。 

 

３ 補助金の支給 

（１） 補助金申請者は、平成31年３月末日までに「別紙Ｊ 東京版ＥＭＰファンド創設に

係る補助金の請求予定額」及びその他の提出書類を東京都に提出し、東京都から補助

金額の確定通知書を受領した後、速やかに「別紙Ｋ 東京版ＥＭＰファンド創設に係

る補助金の請求書」を東京都に提出する。 

（２） 東京都は、補助金申請者が指定する銀行口座に平成31年５月末日（休日、祝日の場

合は前営業日）までに補助金を振り込むものとする。 

 

第11 立入検査と是正措置 

１ 立入検査 

東京都は、東京都職員をして、運営事業者に対して報告を求め、又は必要に応じて

その事務所、事業所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者
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に質問させることができる。 

 

２ 是正のための措置 

（１） 本要綱及び地方自治法（昭和22年法律第67号）第221条第２項の規定による調査の

結果、補助事業が本要綱にしたがって遂行されていないと認められるときは、補助事

業につき、これに適合させるための処置を取るべきことを命じることがある。 

（２） 状況報告等は、上記（１）の命令により必要な処置をした場合においてもこれを行

わなければならない。 

 

３ 交付決定の取消し 

東京都は、運営事業者又は投資対象ＥＭが次のいずれかに該当した場合には、交付

決定の全部又は一部を取り消すことができる。なお、この規定は、交付すべき補助金額

の確定があった後においても適用があるものとする。 

（１） 偽り、隠匿その他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき 

（２） 東京都暴力団排除条例に規定する暴力団員等であると判明したとき 

（３） 本要綱、その他法令に違反したとき 

（４） 金融庁又は関東財務局より金融商品取引業者（投資運用業、金融商品取引法第29条

の５第１項に規定する「適格投資家向け投資運用業」を含む）の登録を受けていた投

資対象ＥＭが、東京都による認定後に業務停止命令・業務改善命令等の行政処分を受

けたとき 

 

４ 運営事業者認定の取消し 

（１） 東京都は、運営事業者が本事業の実施期間中に「第７ 運営事業者の要件」を満た

さないことが認められた場合は、運営事業者の認定を取り消すことができる。  

（２） 運営事業者は、本事業の実施期間中に、事業の継続が困難な状況に陥るなど、運営

事業者としての業務の継続に支障をきたすような事象が発生した場合は、速やかに東

京都と協議すること 
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第12 提出書類 

１ 応募に際し、東京都に提出する書類等は次のとおりとする。 

提出書類 必要部数 備考 

参加申込書 兼 誓約書 １部 様式は「別紙Ａ」を用い、応募者の全て

が記入すること。複数の国内機関投資家

が共同で投資する場合、全ての国内機関

投資家が記入すること。 

運営事業者の概要 １部 様式は「別紙Ｂ」を用いること（※） 

業務提案書 ８部 様式は「別紙Ｃ」を用いること 

スキーム図 ８部 様式は「別紙Ｄ」を用いること 

履歴事項全部証明書 １部 直近３ヶ月以内に取得したもの（※） 

納税証明書 １部 最新のもの（※） 

会社案内・パンフレット ８部 （※） 

事業報告書又は有価証券報告書

等、業務の実績及び財務の状況を

説明したもの 

１部 直近３期分（※） 

ゲートキーパーの「顧客本位の業

務運営に関する原則」の採択を示

す資料 

１部 ゲートキーパーが提出すること 

ゲートキーパーのスチュワードシ

ップ・コードの受入れを示す資料 
１部 ゲートキーパーが提出すること 

その他東京都が必要と認めた書類  ８部 別途指示があった場合に提出  

（※）応募者の全てが提出すること 

 

２ 東京版ＥＭＰファンド契約締結後、東京都に提出する書類等は次のとおりとする。 

提出書類 必要部数 備考 

東京版ＥＭＰファンドの運用に係

る契約書の写し 
１部 信託報酬、費用が明記されているＥＭＰ

関連費用の計算に関連する契約書等 

（国内籍私募投信の約款、外国籍私募投

信契約書（カストディアン、トラスティ

ー、アドミニストレーターとの契約を含

む）、投資助言会社（アドバイザリー）

との契約書等） 

補助金の交付申請書 １部 様式は「別紙Ｅ」を用いること 

「別紙Ｅ」に示された別途提出書類も併

せて提出すること（様式は任意） 

東京版ＥＭＰファンド業務開始報

告書 
１部 様式は「別紙Ｆ」を用いること 
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補助金の交付申請の撤回に係る届

出書（必要な場合） 
１部 様式は「別紙Ｇ」を用いること 

 

３ 投資対象ＥＭを選定したとき、東京都に提出する書類等は次のとおりとする。 

投資対象ＥＭの選定報告書 １部 様式は「別紙Ｈ」を用いること 

投資対象ＥＭの説明資料 １部 投資家向けのファンド案内等、投資対象

ＥＭの内容のわかるもの 

投資対象ＥＭの「顧客本位の業務運

営に関する原則」の採択を示す資料 

１部 選定時点で未策定の場合、これを速やか

に策定し、平成31年３月31日までに提出

すること 

投資対象ＥＭのスチュワードシッ

プ・コードの受入れを示す資料 

１部 選定時点で受入れがなされていない場

合、これを受入れ後、平成31年３月31日

までに提出すること。コードそのものの

受入れを表明しない場合には、その理由

をゲートキーパーが東京都に説明する

こと 

 

４ 四半期毎に東京都に提出する書類等は次のとおりとする。 

提出書類 必要部数 備考 

東京版ＥＭＰファンド資産運用業

務実績報告書（四半期報告書） 

１部 様式は「別紙Ｉ」を用いること 

 

５ 平成31年３月末日までに東京都に提出する書類等は次のとおりとする。 

提出書類 必要部数 備考 

東京版ＥＭＰファンド資産運用業

務実績報告書（年次報告書） 

１部 様式は「別紙Ｉ」を用いること。請求書、

領収書等の写し、支払指図書、支払明細

書等を提出 

東京版ＥＭＰファンド創設に係る

補助金の請求予定額 

１部 様式は「別紙Ｊ」を用いること。請求書、

領収書等の写し、支払指図書、支払明細

書等を提出 

 

６ 補助金請求時に東京都に提出する書類等は次のとおりとする。 

提出書類 必要部数 備考 

東京版ＥＭＰファンド創設に係る

補助金の請求書 

１部 様式は「別紙Ｋ」を用いること 

投資家向け運用報告書 １部 決算時における投資家向けの運用報告

書を提出すること。補助金請求時までに

運用報告書の作成がなされていない場
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合には、作成後速やかにこれを提出する

こと 

 

第 13 その他 

１  本事業は、ＥＭＰ関連費用の一部補助を通じて、ＥＭの育成を図るものであり、任

務懈怠の場合を除き、運営事業者、投資対象ＥＭは運用の成果に関して東京都より責

任を問われることはない。 

 

２  東京版ＥＭＰファンドへの補助金の対象となった支払いに関して、領収書の改竄、

過剰請求等の不適切な処理がなされていることが発覚した場合、運営事業者は単独又

は共同で東京都に対して、東京都が東京版ＥＭＰファンドに関連して支給した補助金

の一部又は全額を返還しなければならない。 

 

３  運営事業者は、本要綱に定めるもののほか、東京都が定める本事業の実施について

必要な規則を遵守する必要がある。 

 

４  東京版ＥＭＰファンドの運営主体は民間事業者であり、東京都の役割は、東京版Ｅ

ＭＰファンドを運営する民間事業者を公募し、経費の一部を負担するものである。し

たがって、東京都は東京版ＥＭＰファンドの運用結果に関し何ら責任を負わない。 



 

 

平成  年  月  日 

参加申込書 兼 誓約書 

 

東 京 都 知 事  殿 

 

平成30年度東京都「東京版ＥＭＰファンド創設」に係る補助金に関する「東京版ＥＭＰ

ファンド運営事業者」として認定されることを希望いたします。そのため、選定委員会に

参加いたします。 

 

平成30年度東京都「東京版ＥＭＰファンド創設」に係る補助金に関する「東京版ＥＭＰファン

ド運営事業者」認定の申請を行うに当たり、当該申請により事業に従事する者（法人その他の団

体にあっては、代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員を含む。）が東京都暴力

団排除条例第２条第２号に規定する暴力団、同条第３号に規定する暴力団員又は同条第４号に規

定する暴力団関係者（以下「暴力団員等」という。）に該当せず、かつ将来にわたっても該当し

ないことをここに誓約いたします。  

 

この誓約に違反又は相違があり、平成30年度東京都「東京版ＥＭＰファンド創設」に係る補助

金交付要綱第15の規定により補助金等の交付決定の取消しを受けた場合において、同要綱第15

の規定に基づき返還を命じられたときは、これに異議なく応じることを誓約いたします。  

 

あわせて、知事が必要と認めた場合には、暴力団員等であるか否かの確認のため、警視庁へ照

会がなされることに同意いたします。 

 

また、東京版ＥＭＰファンドの運用主体は民間事業者であり、東京都の役割は、新興資産運用

業者へ資金を拠出する民間事業者を公募し、経費の一部を負担するものです。したがって、東京

都が東京版ＥＭＰファンドの運用結果に関し何ら責任を負わないことに同意いたします。 

 

ただし、現時点でファンドの設定を約束するものではありません。 

  

別紙 Ａ 



 

 

ゲートキーパー 年   月   日 

住所  

氏名 印 

 

国内機関投資家１ 年   月   日 

住所  

氏名 印 

 

国内機関投資家２ 年   月   日 

住所  

氏名 印 

 

国内機関投資家３ 年   月   日 

住所  

氏名 印 

 

＊ 法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名を記入す

ること。 

  



 

 

平成  年  月  日 

運営事業者の概要  

 

国内機関投資家・ゲート

キーパーの別 

 

国内機関投資家 ・ ゲートキーパー 

 

名称 

 

 

 

所在地 

 

 

 

代表者 

 

印 

 

担当部署 

 

 

 

担当者氏名 

 

 

 

電話番号 

 

 

 

ＦＡＸ 

 

 

 

Eメール 

 

 

 

URL 

 

 

 

 

  

別紙 Ｂ 



 

 

事業の内容 

 

 

 

 

過去３期の決算状況と 

今期の見込み 

（単位：百万円） 

 年  

月期 

年  

月期 

年 

 月期 

年 

 月期 

（予） 

全体収益  

 

   

経常損益  

 

   

当期純損益     

純資産  

 

   

総資産  

 

   

負債総額  

 

   

 

組織体制又は組織図 

 

 

 

 

代表者の経歴 

役職： 

氏名： 

経歴： 

 

マネーロンダリング、 

暴力団等の反社会的 

勢力を排除する方法 

（考え方） 

 

  



 

 

平成  年  月  日 

業務提案書 

 

 

第１ 国内機関投資家の概要 

機関投資家 １ １ 名称 

２ 東京版ＥＭＰファンドへの最大拠出可能額 

３ 総資産額（平成29年度末） 

機関投資家 ２ １ 名称 

２ 東京版ＥＭＰファンドへの最大拠出可能額 

３ 総資産額（平成29年度末） 

機関投資家 ３ １ 名称 

２ 東京版ＥＭＰファンドへの最大拠出可能額 

３ 総資産額（平成29年度末） 

第２ ゲートキーパー（含むアドバイザー）の概要 

１ 名称 

２ これまでの資産運用業務の運営実績 

（１）運用可能なアセットクラス 

（２）経営戦略 

（３）業務運営対する知見、専門知識、その他アピールできる能力等 

３ これまでのゲートキーパーとしての新興資産運用業者の育成実績 

４ 東京版ＥＭＰファンドでの新興資産運用業者の育成計画 

第３ 東京版ＥＭＰファンドのスキーム概要 

１ 東京版ＥＭＰファンド設定予定日 

２ ＥＭＰ関連費用の支払予定先 

機関 名称 ＥＭＰ関連費用の概算額 

（※１） 

ゲートキーパー   

信託銀行（※２）   

トラスティー(※３)   

カストディアン(※３)   

別紙 Ｃ 

 



 

 

アドミニストレーター(※３)   

合計  

※１ 平成 30年度決算 

※２ 東京ＥＭＰファンドが国内籍私募投信の場合 

※３ 東京ＥＭＰファンドが外国籍私募投信の場合 

３ 補助金の申請者（受給者）（国内機関投資家又はゲートキーパーの別） 

４ 東京版ＥＭＰファンドの運用手法（予定） 

（１） 投資対象ＥＭの発掘方法 

（２） 投資対象ＥＭ１社当たりの投資金額（上限・下限） 

（３） 投資対象ＥＭの運用方針、投資対象 

（４） 投資対象ＥＭのベンチマーク又は目標収益率、リスク（標準偏差） 

（５） 本投資におけるモニタリング手法、リスク管理手法 

５ 「第10－２ 補助金額の算出（２）」に記載のＥＭＰ関連費用の按分方法 

 

１ 「業務提案書」を記載する上での前提 

（１） 東京都の公金を原資とする補助金を活用するため、要件確認、報告及び検査といっ

た必要手続に協力すること 

（２） 東京都の認定した「東京版ＥＭＰファンド運営事業者」として、東京版ＥＭＰファ

ンドを適切に運営するといった観点から、業務提案書を作成すること 

 

２ 注意事項  

（１） 業務提案書の記載に当たっては、上記項目を全て盛り込むこと 

（２） 資料の作成等、参加に必要な経費は応募者の負担とする。  

（３） 提出書類は、いずれも返却しない。不要となった書類の廃棄については、東京都が

責任をもって行う。  

（４） 必要と認める場合には、追加資料を徴求することがある。  

（５） 提出書類に虚偽の記載があった場合は失格とする。  

（６） 業務提案書の様式は任意とするが、記載内容の項番等（項番の順序を含む）につい

ては、上記の通りとする。 

（７） 東京都が必要資料を別途明確に要求した場合を除き、書類提出期間後の追加資料提

出は一切認めない。 

  



 

 

平成  年  月  日 

 

スキーム図 

 

「第４ 事業スキーム」のスキーム例を参考に、スキーム図を作成すること。必要に応

じ、業務運営に関連する資料を添付してもよい（書式自由）。 

  

別紙 Ｄ 



 

 

平成  年  月  日 

補助金の交付申請書 

 

東 京 都 知 事 殿 

 

 

所在地 

                     

 

 

会社名 

                    

 

 

代表者 

                  印                

 

平成 30年度東京都「東京版ＥＭＰファンド創設」に係る補助金交付要綱第７につき、下

記のとおり申請いたします。 

 

記 

 

１ 補助事業の目的及び内容 

 

「東京版 EMPファンド」（ファンド名称：             ）の創設、運営 

 

２ 当該補助金申請に係る事業の期間    

 

平成   年   月   日 から 平成   年   月   日 まで 

 

３ 補助金申請額（予定） 

 

       千円 

(※) 消費税及び地方消費税相当額は除く。 

 

別紙 Ｅ 



 

 

 

４ ＥＭＰ関連費用（予定） 

 

       千円 

(※) 消費税及び地方消費税相当額は除く。 

 

５ 業務提案書提出時からの変更点 

 

６ 補助金申請者の別途提出書類（様式は任意） 

 

（１） 補助金申請者の名称及び所在地 

（２） 補助金申請者の営む主な事業（※） 

（３） 補助金申請者の資産及び負債に関する事項（※） 

（４） ＥＭＰ関連費用のうち補助金によってまかなわれる部分以外の部分の負担者、負担

額及び負担方法 

（５） 補助事業等の効果 

（６） 補助事業等に関して生じる収入金に関する事項 

（※）補助金申請者の直近の事業報告書又は有価証券報告書等の別添も可 

 

７ 補助金の振込先（予定） 

 

金融機関名： 

支店名： 

口座番号：（普・当） 

振込先名： 

 

 

  



 

 

平成  年  月  日 

 

東京版ＥＭＰファンド業務開始報告書 

東 京 都 知 事 殿 

運営事業者（ゲートキーパー） 

 

                                        

 

 

代表者 

 

                  印 

 

 

 

 

１ 東京版ＥＭＰファンド名称 

 

                               

 

２ 東京版ＥＭＰファンド設定日       

 

平成   年   月   日 

 

別途、関連契約書のコピー等を添付いたします。 

  

別紙 Ｆ 



 

 

平成  年  月  日 

 

補助金の交付申請の撤回に係る届出書 

東 京 都 知 事 殿 

 

会社名  

 

                     

 

代表者                  

 

                                       印

  

 

平成30年度東京都「東京版ＥＭＰファンド創設」に係る補助金の交付申請の撤回について 

 

 

平成  年  月  日付 交付決定通知のあった標記補助金の交付申請は、下記の理

由により撤回したいので、平成 30年度東京都「東京版ＥＭＰファンド創設」に係る補助金

交付要綱第９の規定に基づき届け出ます。 

 

記 

 

 （撤回の理由） 

 

  

別紙Ｇ 



 

 

平成  年  月  日 

 

投資対象ＥＭの選定報告書 

東 京 都 知 事 殿 

 

運営事業者（ゲートキーパー） 

 

                     

 

代表者                  

 

                   印 

 

 

 

１ 「投資対象ＥＭ」名称  

 

２ 金融庁（関東財務局） 

登録番号 

 

 

３ 投資開始日  

 

４ 投資金額  

（百万円） 

５ 投資時点（※）における

投資対象ＥＭ（グループ

会社を含む）の運用残高 

 

（百万円） 

（平成   年   月   日時点） 

（※）投資決定時直近の月末とする。 

 

別途、投資対象ＥＭに関連する書類等を添付いたします。 

  

別紙 Ｈ 



 

 

平成  年  月  日 

東京版ＥＭＰファンド資産運用業務実績報告書 

（四半期報告書・年次報告書） 

 

運営事業者（ゲートキーパー） 

 

                    

 

代表者 

 

                  印 

 

１ 報告対象期間 

 

平成   年   月   日 から 平成   年   月   日 まで 

 

２ 報告内容 

 

（１） ゲートキーパーが報告対象期間において投資を検討したファ

ンド数（約定しなかったものを含む） 

 

（件） 

（２） 報告対象期間中に新規に投資を開始したファンド数  

（件） 

（３） 報告対象期間中の東京版ＥＭＰファンドの基準価額の変動率

又は収益率（ＩＲＲ法） 

 

（％） 

（４） 報告対象期間末時点での東京版ＥＭＰファンドの運用残高  

（百万円） 

（５） 報告対象期間末時点での東京版ＥＭＰファンドの運用ファン

ド数 

 

（件） 

 

 

  

別紙 Ｉ 



 

 

（注）年次報告書を提出する場合は、上記の報告書に加え下記３から５の項目も記載の上

東京都に提出すること 

 

３ ＥＭＰ関連費用の内訳(※２) 

機関 名称 ＥＭＰ関連費用 

（円） 

補助金請求予定額 

（千円）（※１） 

ゲートキーパー    

国内信託銀行    

トラスティー    

カストディアン    

アドミニストレーター    

合計   

（※１） 補助金請求予定額は、ＥＭＰ関連費用の２分の１の金額とする。 ただし、補助金額の合計

は、年間３億円を上限とし、千円未満は切り捨てる。 

（※２） ＥＭＰ関連費用の根拠となった証票類を併せて提出すること 

 

４ 各々の国内機関投資家に帰属するＥＭＰ関連費用の計算（※） 

 

（計算過程） 

 

 

 

 

 

（※）複数の機関投資家が共同で投資する場合、各々の国内機関投資家に帰属するＥＭＰ関連費

用の按分計算を示すこと 

 

５ 各々の機関投資家に帰属するＥＭＰ関連費用の金額と補助金請求予定額 

 

 ＥＭＰ関連費用 

（円） 

補助金請求予定額 

（千円）（※１） 

国内機関投資家 １   

国内機関投資家 ２   

国内機関投資家 ３   

その他 （※２）   

合計   



 

 

(※１) 補助金請求予定額は、ＥＭＰ関連費用の２分の１の金額とする。 ただし、補助金額の合計

は、年間３億円を上限とし、千円未満は切り捨てる。 

(※２) 補助金の支給対象とならない投資家に帰属するEMP関連費用がある場合には、その他に

示すこと 

(※３) 上記すべての計算は、消費税及び地方消費税相当額は除く。 

 

  



 

 

平成  年  月  日 

東京版ＥＭＰファンド創設に係る補助金の請求予定額 

 

会社名 

 

                     

 

代表者                 

 

                   印 

 

１ 対象期間 

 

平成   年   月   日 から 平成   年   月   日 まで 

 

 

２ 補助金請求予定額 

 

          （千円） 

（※１） ＥＭＰ関連費用の根拠となった証票類を併せて提出すること 

（※２） 消費税及び地方消費税相当額は除く。 

 

 

３ 補助金の振込先（予定） 

金融機関名： 

支店名： 

口座番号：（普・当） 

振込先名： 

 

  

別紙 Ｊ 



 

 

平成  年  月  日 

東京版ＥＭＰファンド創設に係る補助金の請求書 

 

会社名 

 

                     

 

代表者                 

 

                   印 

 

 

１ 対象期間 

 

平成   年   月   日 から 平成   年   月   日 まで 

 

 

２ 補助金請求額 

 

          （千円） 

(※) 消費税及び地方消費税相当額は除く。 

 

３ 補助金の振込先 

金融機関名： 

支店名： 

口座番号：（普・当） 

振込先名： 

 

別紙 Ｋ 


